
を 

開

催

し

ま

す  

町

人
生
の
大
き
な
節
目
で
あ

る
六
十
歳
を
迎
え
る
方
々
を
対
象

令
和
四
年
度
実
年
式
を
開
催

 

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

 

●
開
催
日
時 

 

令
和
五
年
二
月
十
一

 

 
 

●
場
所 

 

鶴
田
町
国
際
交
流
会
館

 

●
対
象
者 

 

昭
和
三
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
同

三
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方 

①
鶴
田
町
に
居
住
ま
た
は
勤
務
さ
れ

て
い
る
方 

②
鶴
田
町
出
身 

●
内
容  

 
式
典 

●
申
込
締
切
日 

 

令
和
五
年
一
月
十
三

 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

鶴
田
町
公
民
館 

担
当 

笹
森 

 

☎
２
２―

２
８
１
８ 
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新

年

互

礼

会

を 
 

開

催

し

ま

す 

企
画
観
光
課

 

 

町

新
年
を
祝
う
会

に
代
わ
り

新

を
次
の
と
お
り
開
催

 

互
礼
会
は
賀
詞
交
換
会
と
も
呼

新

年
の
挨
拶
を
交
わ
す
た
め
の
催

 
 

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

 

●
開
催
日
時 

 

 

午
後
二
時

 

●
開
催
場
所 

 

鶴
田
町
国
際
交
流
会
館

 

●
内
容 

 

御
来
賓
祝
辞

 

獅
子
舞
演
舞

は
伴

 

●
申
込
締
切
日 

 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日

 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
に
よ
り

中
止

ま
た
は
人
数
制
限
を
設
け
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

企
画
観
光
課
ま
ち
づ
く
り
班
窓
口
・
電
話
等

に
て
お
申
し
込

 

☎
２
２―

２
１
１
１

内
線
２
６
１

 

新型コロナウイルス感染症対策について 
町 民 の 皆 さ ま 方 に は 、 感 染 防 止 対 策 に ご 協 力 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。  

―県知事メッセージの内容―  
1. 基本的な感染防止対策の徹底を継続しましょう。 
2. マスクの適切な着用や換気の徹底など、場面に応じてしっかりと対策を取りましょう。 
3．風邪症状などがある方は、出勤・登校・登園等を控えましょう。 
 
◎季節性インフルエンザと同時流行した場合の受診等については、高齢者、基礎疾患を有する

方、妊婦、小学生以下の子ども等は、かかりつけ医等へ、まずはそれぞれ電話等でご相談くだ
さい。それ以外の方は青森県臨時Ｗｅｂキット検査センターの活用などにより自己検査をし、
必要な場合にはかかりつけ医等へご相談ください。 

 
◎お互いを守り合う気持ちで、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。 



指
名
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書

(

指
名
参
加
願
い)

の

受
付
に
つ
い
て 

 
 

令
和
五
年
度
指
名
競
争
入
札
参

受
付
を
左
記
の
と
お
り
行
い

 

●
受
付
期
間 

 

令
和
五

水

 

火

 

(

び
祝
祭
日
を
除
く)

 

●
様
式 

 

 

中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用

一
様
式 

※
建
設
工
事

社
会
保

険
等

険
及
び

に
加
入
し
て

い
る
こ
と
が
条
件

を
除

 

 

 

町
独
自
様
式 

※
添
付
書
類

総
務
課

人
事
行
政
班
で
交
付
し
て
い
る

要
綱
ま
た
は
町
の

ジ
内

を
ご
参
照

 

(
h
t
t
p
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/
w
ww
.
t
ow
n
.
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u
r
uta

.

l
g
.
j
p
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y
o
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a
i
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y
o
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a
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s
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i
/
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n
k
a.
h
t
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●
有
効
期
間 

 

令
和
五
年
五
月
一
日 

 

●
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先 

 

総
務
課 

人
事
行
政
班 

) 
 

令

和

四

年

度 
中
学
生
大
使
姉

妹
都
市

市
親
善

訪
問
団
の
派
遣

中
止
に
つ
い
て 

 
 

鶴
田
町

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

オ
レ
ゴ
ン
州

市
と

姉
妹
都
市
と
し
て
交
流
を
続
け
て

鶴
田
町
在
住
の
中
学
二
年
生

を
中
学
生
大
使
と
し
て
派
遣
し
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
収
束
が
見
通
せ
な
い

状
況
が
続

生
徒
の
皆
様

の
安
全
を
最
優
先
に
考

今
年
度

の
派
遣
を
中
止
す
る
こ
と
に
い
た

 

参
加
を
ご
希
望
さ
れ
て
い
た
方

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま

何
と
ぞ
ご
理
解

ろ
し
く
お
願

 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

 

 就
学
援
助
費
支

給
制
度
を
ご
存

じ
で
す
か 

 
 

鶴
田
町
に
住
所
を
有

た
は
鶴
田
町
立
の
小
・
中
学
校
に
在

籍
す
る
お
子
さ
ん
の
い
る
ご
家
庭

経
済
的
な

給
世
帯
程
度
に

に
よ
り
教
育

費
の
負
担
が
困
難
な
ご
家
庭
の
た

学
用
品
費
な
ど
の
一
部
を
援

助

詳

各
学
校

か
ら
配
布
さ
れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧

 
●
援
助
項
目 

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅
行

費
な
ど 

●
申
込
方
法 

現
在
の

は

へ
お
申
し
出
く

 所
得
額

該

当
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま

 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

４

 

十
二
月
は
第
四
日

曜
日
に
マ
イ
ナ
ン

の
交

付
受
付
を
実
施
し

ま
す 

(

完
全
予
約
制) 

 
 の

交
付
受
付
窓
口
が
大
変
混
み
合

左
記
の
と
お
り

の
臨
時
交

付
受
付
窓
口
を
開
設

希
望

す
る
方
は
必
ず
電
話
ま
た
は
町
民

生
活
課
窓
口
で
事
前
に
ご
予
約
く

 

予
約
は
休
・
祝
日
を
除
く
平
日
の

み
受
付

 

※
平
日
及
び

り
交
付
・
申
請
受
付
を
行

 

●
日
時 

 

十
二
月
二
十
五

 

 
 

●
交
付
受
付
場
所 

 

役
場
町
民
生
活
課
①
・
②
窓
口 

●
問
い
合
わ
せ
及
び
予
約
先 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

☎
２
２―

２
１
１
１ 

 

弥

生

画

制

作 

体
験
し
て
み
ま

せ

ん

か 
 

 

 

今
年

山
道
町
内
会
で
は
弥
生

画
制
作

約
二
十
種
類
の

穀
物
や
野
菜
の
タ
ネ
を
貼
り
付
け

絵
を
描

 

 

弥
生
画
の
制
作
体
験
を
希
望
さ

れ
る
方

左
記
に
よ
り
事
前
に
連

絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

 

●
期
間 

 

ま
で 

 
 

●
会
場 

 

山
道
文
化

 

●
費
用 

 

無
料 

※
制
作
に
係
る
も
の
は
当
方
で
準

備

特
に
持
参
す
る

物

 

※
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
マ
ス
ク
の

着
用
・
手
指
消
毒
を
お
願
い
し
ま

 

※
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
し
た
場
合

制
作
体
験
が
中
止
に
な
る
場
合

 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

山
道
町
内
会 

渋
谷 

☎
０
９
０―

７
３
３
０―

５
９
８
６ 

 
 



マエダストア鶴田店、スーパーストア鶴田
フッドリバーモール店にてマイナンバー 
カードの申請受付を実施します 
（auStyle イオンモールつがる柏、auStyle 弘前西、UQ ス
ポットサンロード青森、UQ スポットイオンタウン弘前樋
の口店スタッフが申請サポートします）  
 手ぶらでマイナンバーカードの申請ができますので、ぜ
ひお気軽にお立ち寄りください。（鶴田町民以外の方も申
請できます。マイナンバーカードができましたら、住民登
録地の市町村窓口にて本人受取となります。） 
 
開催場所及び開催日時 
【マエダストア鶴田店】 

場所：イートインコーナー内 
日時：令和４年１２月３日（土）、１２月１７日（土） 
２日間ともに９時３０分～１２時、１３時～１６時 

【スーパーストア鶴田フッドリバーモール店】 
場所：フードコート内 
日時：令和４年１２月１０日（土）、１２月１１日（日） 
２日間ともに９時３０分～１２時、１３時～１７時 

●問い合わせ先  

町民生活課 くらしの窓口班 ☎２２―２１１１ 

つ
が
る
西
北
五

広
域
連
合
医
療

職
員
採
用
試
験

に
つ
い
て 

 
 

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合

次
の
と
お
り
医
療
職
員
採
用
試
験

を
実
施

 

●
試
験
日 

 

令
和
五
年
一
月
八

 

●
受
付
期
限 

 

十
二
月
十
六

 

●
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員 

 
 

           

●
受
験
資
格 

 

昭
和
五
十
八
年
四
月
二
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
右
記
職
種
の

免
許
を
有
す
る
方
ま
た
は
令
和

五
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
免
許

を
取
得
す
る
見
込
み
の
あ
る
方 

●
採
用
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

※
詳
細

西
北
五
広
域
連

合

か
ら
採
用
情

報
を
ご
確
認

 
h
t
t
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/
/
ww
w
.
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g
r
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.
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●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合 

病
院
運
営
局 

人
事
課 

☎
２
６―

６
３
６
３  

 

県
営
住
宅
入
居

者
募
集
の
お
知

ら
せ 

 

株
式
会
社 

 

●
募
集
住
戸 

①
新
宮
団
地 

 

木
造
３

一

 

②
広
田
団
地 

み
ど
り
町
五
丁
目
地
内

 

鉄
筋

二
戸 

 

③
広
田
団
地 

み
ど
り
町
五
丁
目
地
内

 

鉄
筋

一
戸 

 

※
申
込
者
及
び
同
居
予
定
者
の
人

数
等
の
制
限

③
は

②
は
条
件
付
き
で
単

身
か
ら

は

 

●
募
集
・
受
付
・
書
類
配
布
・
説
明
期
間 

令
和
四
年
十
二
月
一

木

 

か
ら
十
二
月
九

 

②
③
は

入
居

者
決
定
次
第
募
集
を
締
め
切
り

 

土
・
日
祝
日
を
除

 

●
そ
の
他 

入
居
す
る
に
は
入
居
基
準
が
あ

家
賃
は
所
得
金
額
に
応
じ
て

決
定

 

 

①
新
宮
団
地 

か
ら 

 

②
広
田
団
地 

か
ら 

 

③
広
田
団
地 

か
ら 

 

※
①
は
令
和
五
年
二
月
一
日
入
居
予

定

 

※
②
③
は
令
和
五
年
一
月
一
日
入
居

予
定

 

※
駐
車
場
は
原
則
と
し
て
一
住
戸
に

つ
き
一
台

 

※
二
台
目
駐
車
場
に
つ
い
て
は
空
区

画
が
あ
る
場
合
の
み
貸
出

 
※
駐
車
場
料
金

家
賃
と
は
別
に
徴

収

 

※
冬
期
の
駐
車
場
や
共
用
部
分
の
除

雪
は
入
居
者
の
皆
さ
ん
で
行

 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

青
森
県
県
営
住
宅
等
指
定
管
理
者 

株
式
会
社 

 

住
宅
管
理
係 

岡

 

☎
０
１
７
３―

３
８―

３
１
８
１ 

を
除

 

                           

職 種 
採用予定 
人員 

看護師・助産師 １５名程度 

診療放射線技師  １名程度 

臨床検査技師  ２名程度 

言 語 聴 覚 士  １名程度 

 

１ ２ 月 行 事 予 定  
 

 ～ 小 学 校 ～  
 
1 3 日 （ 火 ） ～ 読 み 聞 か せ 週 間  

2 3 日 （ 金 ）  終 業 式  

 

～ 中 学 校 ～  
 
7 日 （ 水 ）  参 観 日  

2 3 日 （ 金 ）  終 業 式  

１ 月 ４ 日 （ 水 ） は 、  

町 ・ 県 民 税 ４ 期 分 、  

国 民 健 康 保 険 税 ６ 期 分  

の 納 期 限 で す 。  



令和４年 

介護予防事業 ※詳細は別紙チラシをご覧ください。 
 

 

からだ すっきり! さっぱり! 健康運動教室 

★開催日：１２月５日（月）、１２月１２日（月）  

★場 所：鶴遊館 ★時 間：午前 10 時～11 時（受付 9 時 30 分～１０時） 
※会場には９時 30 分以降にお越しください。体調が普段と違う場合は、参加をご遠慮ください。 

 

 

「傾聴サロン」 でほっこり、すっきりしませんか 
鶴田町傾聴ボランティア「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。安心してお越しください。   

★日 時：１２月５日（月）、１２月１９日（月）午後 1 時～3 時  ★場 所：鶴遊館 栄養指導室 
 

 

発熱や咳などの風邪症状、だるさ（体調不良）がある場合は、各種行事への参加を控えてくださるようお願いします。

また、来場する際はマスクの着用にご協力をお願いします。 

献血のお知らせ 
 青森県赤十字血液センターでは、業務に従事する職員の健康管理、会場入口での体温測定、手指消毒の徹底など感染症対

策に努めています。安定的な輸血を行うため必要となっておりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。 

★日 時：12 月 14 日（水）午前 10 時～12 時、午後 1 時 15 分～4 時 

★場 所：農村環境改善センター豊明館 

               
 

◆新型コロナワクチンに関するお知らせ◆ 

◎各接種の対象年齢は、接種時点の満年齢です。 

◎接種券に同封しているお知らせの「予約開始日時」以降にご予約ください。 

◎転入された方や接種券を紛失された方は、お問い合わせください。 

◎予約・相談専用電話   TEL 0173－22－6001 （平日 午前 9 時～午後 4 時 30 分） 
 

★県が設置しているワクチン接種会場については、県ホームページ「広域接種会場設置のお知らせ」をご覧ください。 

https://aomori-vaccine.net/ 県広域接種コールセンターTEL 0570－001－187(午前 9 時～午後８時 土・日祝日可) 
 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策について◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オミクロン株対応２価ワクチンによる追加接種【12 歳以上】 

・対象は、初回接種（1・2 回目）を完了し、前回の接種日から３か月以上経過した 12 歳以上の方です。 

※接種間隔が５か月から３か月に短縮されました。 

・接種券を接種日の早い順番に小分けにして発送しています。届くまでお待ちください。 

初回接種（1・2 回目）【12 歳以上】 

・１２月も従来型ワクチンによる初回接種（1・2 回目）を継続して実施しています。 

・初回接種用のワクチンが供給終了となる予定です。接種を希望する方は、年内の接種完了をご検討ください。 

小児接種【5～11 歳】 

・小児（5～11 歳）を対象とした初回接種（1・2 回目）及び追加接種（3 回目）は、10 月から広域接種（西北五医療圏域）

も可能となっています。 

・広域接種で受けられなかった方は、町での集団接種日程をお知らせしますので、お電話でご相談ください。 

・初回接種（1・2 回目）、追加接種（3 回目）ともに小児用ファイザー社ワクチンを使用します。 

・接種を判断する材料として、同封する「厚生労働省新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」を参考にしてください。 

小 児 

初 回 接 種

(1・ 2 回 目 ) 

・現在、平成 29 年 11 月 30 日生まれのお子さんまで接種券を発送しています。１回目接種時点で５歳に到達し

ているお子さんが対象です。 

・すでに接種券が届いている方で、これから接種を希望する場合は、お電話でご相談ください。 
小 児 

追 加 接 種

( 3 回 目 ) 

・2 回目接種日から５か月以上経過した小児（5～11 歳）が対象です。 

・令和 4 年 6 月までに 2 回目接種を終了した方には、「接種券」を発送します。 

乳幼児初回接種【生後６か月～４歳】 

・11 月より、広域接種（西北五医療圏域）が始まりました。 

・対象の方には、順次接種券を発送しています。日程等の詳細は、同封するチラシをご覧ください。 

連絡先：健康保険課 健康長寿班（内線 131～136） 

町の保健だより 

《感染について心配な方》                       《健康面（後遺症含む）・予防方法について心配な方》

・厚生労働省電話相談窓口             TEL 0120-565653   ・県コールセンター TEL 0120-123-801 

・受診・相談センター（五所川原保健所） TEL 0173-34-2108 ・役場 健康保険課  TEL 22-2111 


